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報告第 ２ 号 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定については、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定に

ついて（平成２５年３月２８日議決）第２項の規定により、別紙写しのとおり

専決処分したから、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これを報告す

る。 

 

  令和８年５月２８日報告 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

（写） 

専  決  処  分  書 

 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定について 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定については、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定に

ついて（平成２５年３月２８日議決）第２項の規定により、専決処分に付する。  

   

令和８年３月３１日 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

記 

 

 かつらぎ町税条例の一部を改正する条例（別記） 

  

  

- 1 -



かつらぎ町告示第９８号 

 

 かつらぎ町税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

                  かつらぎ町長 中 阪 雅 則 

 

 

令和８年かつらぎ町条例第１２号 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例 

 

 

 かつらぎ町税条例（昭和３７年かつらぎ町条例第２号）の一部を次のように

改正する。    

 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８

１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第

１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改

め、同項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。  

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及

び第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別
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割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に

改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」

に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第８項中「種別割」を「軽自動車

税」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の町民税の住宅借入金等特別税額

控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」

を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規

定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附

則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を

「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中

「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中

「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に改め、同条第４項中

「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、同条第５項中

「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同

条第６項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」

に改め、同条第７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１

項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１

５条第２２項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を

「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５

項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に、「３分の２」を「２分の

１」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５

条第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第１２項中

「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３

分の２」を「２分の１」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第１号

ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改

め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項

第２号」に、「７分の６」を「５分の３」に改め、同条第１５項中「附則第１５

条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に、「４分の３」を

「３分の２」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附

則第１５条第２４項第３号ロ」に、「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第

- 3 -



１７項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」

に改め、同条第１８項から第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条

第２８項」を「附則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１８項とし、同条

第２２項中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項

を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５

条第３５項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条

第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条

第２５項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項

を同条第２２項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５

条第４０項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条中第２７項を第２４項と

し、第２８項を第２５項とし、同条に次の１項を加える。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３

分の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７

項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４

項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」

に改め、同条第１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を

「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」を

「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を

「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２

４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設

である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同

条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定

する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基

準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当す

るかの別 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第

３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「か

ら第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令
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和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和

１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４

６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」

を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。  

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」

を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中

「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及

び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第

２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３

第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改め

る。 

附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３

の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を

「及び第７条の３第１項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のかつらぎ町税

条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８

年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」とい

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 
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（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

 （かつらぎ町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 かつらぎ町税条例の一部を改正する条例（平成２６年かつらぎ町条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

附則第３条第５項中「の種別割」を削る。 
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報告第 ３ 号 

 

かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例制定については、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項

の指定について（平成２５年３月２８日議決）第２項の規定により、別紙写し

のとおり専決処分したから、地方自治法第１８０条第２項の規定により、これ

を報告する。 

 

  令和８年５月２８日報告 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

（写） 

専  決  処  分  書 

 

 

かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例制定については、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項

の指定について（平成２５年３月２８日議決）第２項の規定により、専決処分

に付する。 

   

令和８年３月３１日 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

記 

 

 かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例（別記） 
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かつらぎ町告示第９９号 

 

 かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

                   かつらぎ町長 中 阪 雅 則 

 

 

令和８年かつらぎ町条例第１３号 

 

かつらぎ町都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 

 かつらぎ町都市計画税条例（平成９年かつらぎ町条例第３２号）の一部を次

のように改正する。    

 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条

第１３項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条

第３１項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条

第３５項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条

第３６項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条

第４０項」に改める。 

附則第１７項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、

第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１

項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１

９項、第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、

第４０項若しくは第４３項」に改め、同項を附則第１８項とする。 

附則第１６項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第１１項」に、

「附則第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２項」に、「附則第９項、

第１１項及び第１２項」を「附則第１０項、第１２項及び第１３項」に、「附則

第１１項から第１３項まで」を「附則第１２項から第１４項まで」に、「附則第

１３項」を「附則第１４項」に、「附則第１４項」を「附則第１５項」に改め、

同項を附則第１７項とする。 
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附則第１５項中「附則第１３項」を「附則第１４項」に改め、同項を附則第１

６項とする。 

附則第１４項を附則第１５項とし、附則第１３項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１３項

とする。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１２項

とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１１項

とする。 

附則第９項を附則第１０項とし、附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に

改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通

省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規

定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則（昭和２

９年総理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確

定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同

条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定

する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基

準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当す

るかの別 

附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の１とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後のかつらぎ町都市計画税

条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和

７年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部

を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便

性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。 
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報告第 ４ 号 

 

かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の 

一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例制定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８

０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定について（平成２５年３月２８日議決）第

２項の規定により、別紙写しのとおり専決処分したから、地方自治法第１８０条第２項の

規定により、これを報告する。 

 

  令和８年５月２８日報告 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    

 

 

（写） 

専  決  処  分  書 

 

 

かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例制定について 

 

 かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例制定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８

０条第１項及びかつらぎ町長の専決事項の指定について（平成２５年３月２８日議決）第

２項の規定により、専決処分に付する。 

   

令和８年３月３１日 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   
 
 

記 
 

 かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例（別記） 
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かつらぎ町告示第１００号 

 

 かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

                     かつらぎ町長 中 阪 雅 則 

 

 

令和８年かつらぎ町条例第１４号 

 

かつらぎ町国民健康保険税条例及びかつらぎ町国民健康保険税条例の一部を 

改正する条例の一部を改正する条例 

 

 

（かつらぎ町国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 かつらぎ町国民健康保険税条例（平成９年かつらぎ町条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改める。 

第２３条第１項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、同項第２号

中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同項第３号中「５６０，０００

円」を「５７０，０００円」に改める。 

（かつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 かつらぎ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年かつらぎ町条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第３項の改正規定中「所得割額、被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者

均等割額」を「所得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」に

改め、「改める」を「改め、同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の

６」に改める」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後のかつらぎ町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 
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報告第 ５ 号 

 

損害賠償の和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 

事故に伴う損害賠償の和解及び損害賠償の額を定めることについては、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決

事項の指定について（平成２５年３月２８日議決）第１１項の規定により、別紙

写しのとおり専決処分したから、地方自治法第１８０条第２項の規定により、

これを報告する。 

 

令和８年５月２８日報告 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則 
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報告第 ６ 号 

 

損害賠償の和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 

事故に伴う損害賠償の和解及び損害賠償の額を定めることについては、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びかつらぎ町長の専決

事項の指定について（平成２５年３月２８日議決）第１１項の規定により、別紙

写しのとおり専決処分したから、地方自治法第１８０条第２項の規定により、

これを報告する。 

 

令和８年５月２８日報告 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    
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議案第 ４９ 号 

 

かつらぎ町監査委員条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 

 かつらぎ町監査委員条例（昭和３９年かつらぎ町条例第７号）等の一部を次

の理由により、別案のとおり改正するものとする。 

 

  令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    

 

 

記 

 

 

１ かつらぎ町監査委員条例等の一部を改正する条例（案文別記） 

 

２ 提案理由 

  地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたい。 
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かつらぎ町告示第   号 

 

かつらぎ町監査委員条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年６月  日 

 

 

かつらぎ町長 

 

 

令和８年かつらぎ町条例第   号 

 

かつらぎ町監査委員条例等の一部を改正する条例 

 

 

 （かつらぎ町監査委員条例の一部改正） 

第１条 かつらぎ町監査委員条例（昭和３９年かつらぎ町条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第８条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に

改める。 

第９条中「（昭和３３年条例第２号）」を「（昭和３３年かつらぎ町条例第２

号）」に改める。 

 （昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例の一部改正） 

第２条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債

務の免除に関する条例（平成元年かつらぎ町条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条中「第２４３条の２」を「第２４３条の２の９」に改める。 

（かつらぎ町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 かつらぎ町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１０

年かつらぎ町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に

改める。 

 

附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号） 

附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日（令和８年９月２４日）から施行 

する。 
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議案第 ５０ 号 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 かつらぎ町税条例（昭和３７年かつらぎ町条例第２号）の一部を次の理由により、別案

のとおり改正するものとする。 

 

  令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    

 

 

記 

 

 

１ かつらぎ町税条例の一部を改正する条例（案文別記） 

 

２ 提案理由 

  地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、改正いたしたい。 
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かつらぎ町告示第   号 

 

 かつらぎ町税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年６月  日 

 

 

かつらぎ町長              

 

 

令和８年かつらぎ町条例第   号 

 

かつらぎ町税条例の一部を改正する条例 

 

 

 かつらぎ町税条例（昭和３７年かつらぎ町条例第２号）の一部を次のように改正する。  

   

 第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６条の

３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）

（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条

第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支

払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以

下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年

金等支払者を経由して、町長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であって、特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号及

び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢
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１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限

る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を

受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき

日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）

であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合計

所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７

条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法

第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による

申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又はそ 

の他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり

親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２００，０００

円」を削り、「１，５００，０００円」を「１，８００，０００円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７年」を「令

和１２年」に改める。 

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の３第１項又は附

則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又は第

４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６

項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に

次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等
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の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時

において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止

区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第

３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区

域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸

水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡

所得及び雑所得については、第３３条第 1項及び第 2項並びに第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に

係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する町民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第１９条の３第 1 項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項及び

附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条第１

項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

１９条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による町

民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則

第１９条の３第 1項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９
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条の３第１項の規定による町民税の所得割の額」とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第６３条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日 

(2) 第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正規定（「附則第５条の

６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第９

条の２の改正規定及び附則第１７条の２の改正規定並びに次条第４項の規定 令和

１０年１月１日 

(3) 附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１９条の 

２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品取引法

及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第  号）の施行の

日の属する年の翌々年の１月１日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後のかつらぎ町税条例（以下「新条例」という。）第３６条の

３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公的年

金等について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適

用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の

かつらぎ町税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の

例による。 

２ 新条例附則第７条の３第１項及び第２項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が令

和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下

この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項

の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する

特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規

定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要

耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第

１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築

等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条

第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定

めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、町民税の所得割の納

税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第

４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する

居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既
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存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等

に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定によ

り同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定

住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に

ついては、なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後のかつらぎ町税条例附則第７条の４の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号施行日」という。）

の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、３号施行日の属す

る年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

４ 前条第２号に掲げる規定による改正後のかつらぎ町税条例附則第１７条の２第４項の

規定は、町民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第

１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 前条第３号に掲げる規定による改正後のかつらぎ町税条例附則第１９条の３の規定は、

３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後のかつらぎ町税条例第６３条の規定

は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 
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議案第 ５１ 号 

 

かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定について 

 

 

かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年か

つらぎ町条例第３６号）の一部を次の理由により、別案のとおり改正するものとする。 

 

令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    

 

 

記 

 

 

１ かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（案文別記） 

 

２ 提案理由 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正をいたし

たい。 
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かつらぎ町告示第   号 

 

かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

令和８年６月  日 

 

 

かつらぎ町長              

 

 

令和８年かつらぎ町条例第   号 

 

かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

 

かつらぎ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年か

つらぎ町条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

第２９条第３項中「保健師又は看護師」を「保健師、看護師又は准看護師（以下「看護

師等」という。）」に改め、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務

する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を

専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められ

る者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療

育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、１人

に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに

当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業

実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の

区域に係る地方限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

をいい、附則第７条又は第８条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項におい

て同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所A型の保育士（前項ただ

し書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を
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確保しなければならない。 

第３１条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加え

る。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務

する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特

定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士（認定

地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保

育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る

国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。）による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所B型の保育士（前項ただ

し書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることがきる体制を確

保しなければならない。 

第４４条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加え

る。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所

に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の

保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事

業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第７条又は第８条の規定

により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

第４７条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同条に次の２項を加え

る。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所

に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、

当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の

保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事

業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。）による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う場合には、
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当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士（前

項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ５２ 号 

 

かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年かつらぎ町条例第２４

号）の一部を次の理由により、別案のとおり改正するものとする。 

 

令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

記 

 

 

１ かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案文別記） 

 

２ 提案理由 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

所要の改正をいたしたい。 
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かつらぎ町告示第   号 

 

かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

 

令和８年６月  日 

 

 

かつらぎ町長              

 

 

令和８年かつらぎ町条例第   号 

 

かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 

かつらぎ町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年かつらぎ町条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例（以下「新

条例」という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」とい

う。）以後に支給すべき事由の生じたかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例

第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用

し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例

による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による

改正前のかつらぎ町消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）

第１８条の規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第６条の規

定により支給されたもの（その額が６６０，０００円未満であるものに限る。）

の支払は、新条例第１８条の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。 
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議案第 ５３ 号 

 

令和８年度かつらぎ町一般会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和８年度かつらぎ町一般会計補正予算（第１号）は、次のとおりとする。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ８，８４９千円を減額し、歳入歳出

それぞれ１１，３８６，１５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳  

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

提案理由 

  地域交流センター空調機器設置工事、職員の異動に伴う人件費の組替え、

補助金の内示等に伴い予算措置いたしたい。 
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3
9
5
,
0
0
0

△
8
,
8
4
9

1
1
,
3
8
6
,
1
5
1

6
,
0
0
6

3
,
7
0
0

3
4

 
 
 
補

正
さ

れ
な

か
っ

た
款

項
に

か
か

る
分

1
,
4
6
1
,
8
2
5

1
,
4
6
1
,
8
2
5

1
2
,
9
1
1

 
1
4
予

　
備

　
費

3
0
,
3
2
3

3
4

3
0
,
3
5
7

 
1
3
諸

支
出

金
5
0
4
,
4
8
3

1
2
,
9
1
1

5
1
7
,
3
9
4

 
1
0
教

　
育

　
費

1
,
6
1
4
,
9
9
5

1
5
,
1
0
8

1
,
6
3
0
,
1
0
3

△
2
9
8

2
9

1
5
,
3
7
7

 
 
9
消

　
防

　
費

5
4
0
,
0
9
5

△
1
4
3

5
3
9
,
9
5
2

△
1
4
3

1
3
,
5
1
4

 
 
8
土

　
木

　
費

8
5
1
,
7
9
4

6
,
1
5
9

8
5
7
,
9
5
3

1
,
7
3
2

 
 
7
商

　
工

　
費

1
4
1
,
9
7
5

1
3
,
5
1
4

1
5
5
,
4
8
9

4
,
4
2
7
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携
推

進
費

補
助

金

７
９

，
３

１
８

－
０

 
 
9
地

域
診

療
情

報
連

1
,
1
3
8
１

，
１

３
８

－
０

金

1
,
7
4
3

6
3
,
1
7
2

 
 
2
民

生
費

国
庫

補
助

6
1
,
4
2
9

 
 
2

国
庫

補
助

金
2
7
6
,
9
3
8

3
,
3
6
3

2
8
0
,
3
0
1

５
，

４
７

６
－

４
，

４
０

９

交
付

金

 
 
5
国

民
年

金
市

町
村

1
,
0
6
7

6
0
2
,
7
9
5

金

 
 
1
民

生
費

国
庫

負
担

6
0
1
,
7
2
8

1
,
0
6
7

6
3
5
,
5
5
8

 
 
1

国
庫

負
担

金
6
3
4
,
4
9
1

1
,
0
6
7

4
,
4
3
0

9
4
0
,
8
7
2 
 
1
現

年
課

税
分

7
9
,
3
1
8
現

年
課

税
分

 
1
5

国
庫

支
出

金
9
3
6
,
4
4
2

現
年

課
税

分

 
 
3
軽

自
動

車
税

8
7
9
,
3
1
8

7
9
,
3
2
6 
 
1
現

年
課

税
分

△
7
9
,
3
1
8

０
－

７
９

，
３

１
８

千
円

千
円

△
7
9
,
3
1
8

6
4
8

 
 
1
種

別
割

7
9
,
9
6
6

8
1
,
1
8
1

１
．
歳

　
入

町
　

　
　

税
補

 
正

 
第

　
１

号

節
款

項
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

2
,
0
1
5
,
5
2
0

 
 
3

軽
自

動
車

税
8
1
,
1
8
1

 
 
1

町
　

　
　

税
2
,
0
1
5
,
5
2
0

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

千
円

千
円

千
円
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補
 
正

 
第

　
１

号

1
,
7
3
2

1
5
,
1
7
8

 
 
2
教

育
費

県
委

託
金

1
3
,
4
4
6

1
,
7
3
2

1
7
,
2
1
8

 
 
3

県
委

託
金

1
5
,
4
8
6

保
護

費
補

助
金

 
 
5
和

歌
山

県
文

化
財

△
2
9
8
１

，
１

０
７

－
１

，
４

０
５

3
4
,
2
4
8

 
 
8
教

育
費

県
補

助
金

3
4
,
5
4
6

△
2
9
8

交
付

金

接
支

払
推

進
事

業

 
 
9
中

山
間

地
域

等
直

1
4
2
９

２
５

－
７

８
３

補
助

金

1
4
2

7
3
,
8
5
6

 
 
4
農

林
水

産
業

費
県

7
3
,
7
1
4

△
1
5
6

2
2
8
,
7
5
3

6
5
5
,
2
7
6

 
 
2

県
補

助
金

2
2
8
,
9
0
9

 
1
6

県
支

出
金

6
5
3
,
7
0
0

1
,
5
7
6

解
消

事
業

補
助

金

 
 
2
水

道
未

普
及

地
域

1
,
6
2
0
２

９
，

２
０

０
－

２
７

，
５

８
０

金

4
6
,
0
7
6

1
,
6
2
0

4
7
,
6
9
6

 
 
3
衛

生
費

国
庫

補
助

事
業

費
補

助
金

1
0
障

害
者

総
合

支
援

6
0
5
６

０
５

－
０

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

国
庫

支
出

金

節
款

項
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計
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企
業

版
ふ

る
さ

と
納

税
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

1
3
9

国
道

4
8
0
号

沿
地

域
振

興
交

流
施

設
整

備
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
　

2
9

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

5
1

か
つ

ら
ぎ

西
パ

ー
キ

ン
グ

エ
リ

ア
上

り
線

地
域

振
興

施
設

整
備

基
金

北
本

宗
春

聴
覚

障
害

者
福

祉
事

業
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
5

ふ
る

さ
と

の
森

づ
く

り
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

4
9

青
少

年
健

全
育

成
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

1
8

森
林

環
境

譲
与

税
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

4
7

地
域

福
祉

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
3
6

災
害

対
策

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
1
9

か
つ

ら
ぎ

町
公

立
学

校
図

書
館

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

2
4

庁
舎

建
設

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

1
,
7
0
7

文
化

財
保

護
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

4
7

定
住

促
進

住
宅

整
備

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
3
6

ふ
る

さ
と

か
つ

ら
ぎ

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

2
,
7
1
4

公
立

学
校

施
設

整
備

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

6
0
6

か
つ

ら
ぎ

町
地

域
食

材
供

給
施

設
整

備
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
　

5
0

堀
口

晃
教

育
振

興
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

2
9

財
政

調
整

基
金

預
金

利
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

5
,
0
1
9

 
 
1
利

子
及

び
配

当
金

1
1
,
8
7
1
減

債
基

金
預

金
利

子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
1
6

2
3
,
5
3
1

 
 
1
利

子
及

び
配

当
金

1
1
,
6
6
0

1
1
,
8
7
1

3
8
,
0
3
4

 
 
2

財
産

運
用

収
入

2
6
,
1
6
3

1
1
,
8
7
1

金
１

，
７

３
２

－
０

 
1
7

財
産

収
入

7
7
,
2
1
0

1
1
,
8
7
1

8
9
,
0
8
1

1
,
7
3
2
窪

谷
川

堤
防

草
刈

業
務

委
託

金

千
円

 
 
3
河

川
管

理
費

委
託

区
　

　
分

金
　

　
額

千
円

千
円

千
円

千
円

県
支

出
金

補
 
正

 
第

　
１

号

節
款

項
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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補
 
正

 
第

　
１

号

国
道

４
８

０
号

沿
地

域
振

興
交

流
施

設
指

定
管

理
納

付
金

 
 
 
　

6
0
0

 
2
2

町
　

　
　

債
1
,
0
3
2
,
0
0
0

3
,
7
0
0

1
,
0
3
5
,
7
0
0

か
つ

ら
ぎ

西
Ｐ

Ａ
地

域
振

興
施

設
指

定
管

理
納

付
金

 
 
 
 
 
 
 
　

8
4
0

会
計

年
度

任
用

職
員

雇
用

保
険

個
人

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
2
5

 
 
1
雑

　
　

入
1
,
4
1
5

1
,
4
1
5

1
3
3
,
2
4
3

 
 
1
雑

　
　

　
入

1
3
1
,
8
2
8

1
,
4
1
5

1
3
3
,
2
4
3

 
 
5

雑
　

　
　

入
1
3
1
,
8
2
8

受
託

金

 
 
1
農

業
者

年
金

事
務

7
5
9
１

，
１

９
６

－
４

３
７

託
金

7
5
9

1
,
1
9
6

 
 
1
農

林
水

産
業

費
受

4
3
7

 
 
4

受
託

事
業

収
入

4
3
7

7
5
9

1
,
1
9
6

 
2
1

諸
　

収
　

入
1
3
7
,
1
4
8

2
,
1
7
4

1
3
9
,
3
2
2

５
３

０
，

４
０

０
－

５
６

３
，

０
０

０

入
金

 
 
1
財

政
調

整
基

金
繰

△
3
2
,
6
0
0

△
3
2
,
6
0
0

9
4
3
,
5
5
3

 
 
1
基

金
繰

入
金

9
7
6
,
1
5
3

△
3
2
,
6
0
0

9
4
3
,
5
5
3

9
4
3
,
7
4
4

 
 
2

基
金

繰
入

金
9
7
6
,
1
5
3

 
1
9

繰
　

入
　

金
9
7
6
,
3
4
4

△
3
2
,
6
0
0

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

区
　

　
分

金
　

　
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

繰
　

入
　

金

節
款

項
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計
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1
1
,
3
8
6
,
1
5
1

歳
 
入

 
合

 
計

1
1
,
3
9
5
,
0
0
0

△
8
,
8
4
9

　
１

３
，

０
０

０
－

１
４

，
０

０
０

　
飲

料
水

供
給

施
設

整
備

事
業

過
疎

対
策

事
業

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
　

△
1
,
0
0
0

　
２

，
０

０
０

－
０

　
３

０
，

８
０

０
－

２
８

，
１

０
０

　
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
空

調
整

備
事

業

　
飲

料
水

供
給

施
設

整
備

事
業

 
 
1
衛

生
債

1
,
7
0
0
辺

地
対

策
事

業
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
　

2
,
7
0
0

6
7
,
5
0
0

 
 
3
衛

　
生

　
債

6
5
,
8
0
0

1
,
7
0
0

 
 
1
総

務
債

2
,
0
0
0
緊

急
防

災
・

減
災

事
業

 
 
1
総

　
務

　
債

2
9
,
1
0
0

2
,
0
0
0

3
1
,
1
0
0

千
円

 
 
1

町
　

　
　

債
1
,
0
3
2
,
0
0
0

3
,
7
0
0

1
,
0
3
5
,
7
0
0

区
　

　
分

金
　

　
額

千
円

千
円

千
円

千
円

町
　

　
　

債
補

 
正

 
第

　
１

号

節
款

項
目

補
 
正

 
前

 
の

 
額

補
　

正
　

額
計

説
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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補
 
正

 
第

　
１

号

児
童

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

4
1
5

扶
養

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

3
4
4

管
理

職
手

当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
4
8
0

 
 
3
職

員
手

当
等

△
1
2
,
7
7
3

職
員

給
 
 
2
給

 
 
 
 
　

料
△

4
7
,
0
0
7

会
計

年
度

任
用

職
員

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

6
,
0
7
5

6
,
1
0
2
特

別
職

報
酬

等
審

議
会

委
員

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
　

2
7

 
 
1
報

 
 
　

 
 
酬

△
6
6
,
3
5
4

 
 
1
一

般
管

理
費

5
4
8
,
3
8
8

△
6
6
,
3
5
4

4
8
2
,
0
3
4

2
,
0
0
0

△
5
4
,
4
1
1

 
 
1

総
務

管
理

費
1
,
3
2
0
,
8
1
3

△
5
2
,
4
1
1

1
,
2
6
8
,
4
0
2

2
,
0
0
0

△
7
2
,
6
1
4

共
 
 
済

 
 
費

△
1
5
0
職

員
共

済
組

合
負

担
金

 
 
2

総
　

務
　

費
1
,
5
5
5
,
1
8
2

△
7
0
,
6
1
4

1
,
4
8
4
,
5
6
8

 
 
4

通
勤

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
1
0
0

住
居

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
3
2
4

扶
養

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

7
8

△
4
6
6
管

理
職

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
1
2
0

 
 
3
職

員
手

当
等

7
3
3
職

員
給

 
 
2
給

 
 
 
 
　

料

1
1
7

 
 
1
議

　
会

　
費

1
0
0
,
7
1
2

1
1
7

1
0
0
,
8
2
9

1
1
7

 
 
1

議
　

会
　

費
1
0
0
,
7
1
2

1
1
7

1
0
0
,
8
2
9

1
1
7

千
円

千
円

 
 
1

議
　

会
　

費
1
0
0
,
7
1
2

1
1
7

1
0
0
,
8
2
9

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

特
　

　
定

　
　

財
　

　
源

説
　

　
　

　
　

　
明

一
般

財
源

区
　

　
分

金
　

　
額

国
県

支
出

金
地

 
方

 
債

そ
　

の
　

他

２
．
歳
　
出

議
　

会
　

費

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳
節

補
　

正
　

前
の

　
額

款
項

目
補

　
正

　
額

計
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6
8
9
職

員
共

済
組

合
負

担
金

 
 
4
共

 
 
済

 
 
費

期
末

勤
勉

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

9
8

超
勤

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

1
,
9
3
1

 
 
3
職

員
手

当
等

2
,
1
2
9
児

童
手

当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

1
0
0

 
 
2
給

 
 
 
 
　

料
2
1
8
職

員
給

8
4
,
2
0
4

3
,
0
3
6

 
 
5
会

計
管

理
費

8
1
,
1
6
8

3
,
0
3
6

 
 
7
報

 
 
償

 
 
費

5
8
5
講

師
謝

金

1
1
,
3
0
2

5
8
5

 
 
2
人

事
管

理
費

1
0
,
7
1
7

5
8
5

金助
及

び
交

付

 
1
8
負

担
金

、
補

△
2
,
5
0
0
退

職
手

当
負

担
金

 
 
8
旅

 
 
 
 
　

費
4
3
3
会

計
年

度
任

用
職

員
費

用
弁

償

会
計

年
度

任
用

職
員

法
定

福
利

費
 
 
 
 
 
　

1
,
0
4
2

会
計

年
度

任
用

職
員

共
済

組
合

負
担

金
 
 
 
　

5
7
3

△
1
0
,
6
0
9
職

員
共

済
組

合
負

担
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

△
1
2
,
2
2
4

 
 
4
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第　２　表　　地 方 債 補 正

起債の

目　的 限度額 起債の方法 利　率 償還方法 限度額 起債の方法 利　率 償還方法
千円 千円

28,100 30,800

飲料水供給
施設整備事
業（過疎対
策事業）

14,000 〃 〃 〃 13,000 〃 〃 〃

地域交流セ
ンター空調
整備事業

2,000 〃 〃 〃

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

飲料水供給
施設整備事
業（辺地対
策事業）

普通貸借又
は証券発行

６.０％以内
(ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる場合
は、利率見
直しを行っ
た後におい
ては、当該
見直し後の
利率）

　政府資金銀
行その他より
融通を受ける
場合は、融通
先の融通条件
による。ただ
し、町財政の
都合により、据
置期間及び償
還期限を短縮
し、若しくは、
低利に借り換
えることができ
る。

普通貸借又
は証券発行

６.０％以内
(ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる場合
は、利率見
直しを行っ
た後におい
ては、当該
見直し後の
利率）

　政府資金銀
行その他より
融通を受ける
場合は、融通
先の融通条件
による。ただ
し、町財政の
都合により、据
置期間及び償
還期限を短縮
し、若しくは、
低利に借り換
えることができ
る。
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議案第 ５４ 号 

 

令和８年度かつらぎ町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和８年度かつらぎ町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次

のとおりとする。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，３８１千円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ２，３８０，１９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則   

 

 

提案理由 

  職員の異動に伴う人件費の組替え等を予算措置いたしたい。 
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議案第 ５５ 号 

 

令和８年度かつらぎ町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和８年度かつらぎ町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次

のとおりとする。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ５５５千円を減額し、歳入歳出それ

ぞれ６８９，２８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則    

 

 

提案理由 

  職員の異動に伴う人件費の組替えを予算措置いたしたい。 
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議案第 ５６ 号 

 

令和８年度かつらぎ町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和８年度かつらぎ町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次のと

おりとする。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８９千円を追加し、歳入歳出それぞ

れ２，７６８，６４９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳 

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年５月２８日提出 

 

 

かつらぎ町長 中 阪 雅 則 

 

 

 

提案理由 

 職員の異動に伴う人件費の組替え等を予算措置いたしたい。 
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議案第 ５７ 号

第１条　令和８年度かつらぎ町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次のとお

　りとする。

第２条　令和８年度かつらぎ町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３
　条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（１）　上水道の部

（単位：千円）

（単位：千円）

（２）　簡易水道の部

第３条　予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
  「９６，２９３千円」を「９６，３２３千円」に、過年度分損益勘定留保資金「
　７６，９８３千円」を「７５，３８３千円」に、当年度分消費税及び地方消費税
　資本的収支調整額「９，３１０千円」を「１０，９４０千円」に改め、資本的収
  入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（１）　簡易水道の部

 第１款　水道事業収益 ２８５,８０３ △３０ ２８５,７７３

 　第２項　営業外収益 ３９,７８７ △３０ ３９,７５７

令和８年度かつらぎ町水道事業会計補正予算（第１号）

　　収 入

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計

 　第１項　営業費用 ２９０,０２１ ４,８９７ ２９４,９１８

　　支 出

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計

 第１款　水道事業費用 ３２１,７８０ ４,８９７ ３２６,６７７

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計

 第１款　水道事業費用 １３２,２２７ △３９ １３２,１８８

　　支 出 （単位：千円）

 　第１項　営業費用 １２２,５４４ △３９ １２２,５０５

（単位：千円）

　　支 出

 第１款　資本的収入 １０４,１１３ １７,９００ １２２,０１３

款　　　　項

 第１款　資本的支出 １２４,４９５ １７,９３０ １４２,４２５

既決予定額 補正予定額

 　第７項　企業債 ６４,６００ １７,９００ ８２,５００

計

 　第１項　建設改良費 ８８,３２４ １７,９３０ １０６,２５４

　　収 入

（単位：千円）

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計
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第４条　予算第６条に定めた企業債を次のとおり補正する。
（単位：千円）

　　令和８年５月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつらぎ町長　中　阪　雅　則

提案理由

た後におい

換えること

補　　正　　後

ただし、企

入れる場合 業財政その 業財政その

方式で借り

限度額
起債の
方法

換えること 見直し後の

ただし、企

る。利率見直し

方式で借り

（ただし、

償還の方法

20,100

6.0％以内

直しを行っ

ができる。

見直し後の

より、繰上

は、利率見 他の都合に

た後におい 償還又は、

る。 利率見直し

限度額
起債の
方法

利　　率

（ただし、 資条件によ

利　　率

は、利率見

低利に借り

38,000

6.0％以内 借入先の融

償還又は、

ては、当該

証書
借入

他の都合に

直しを行っ

低利に借り ては、当該

借入先の融

施設整備
事業

証書
借入

資条件によ

入れる場合

起債の
目的

補　　正　　前

償還の方法

利率） ができる。 利率）

より、繰上

　　職員の異動に伴う人件費の組替え、建設改良費等の増額を予算措置いたしたい。
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議案第 ５８ 号

第１条　令和８年度かつらぎ町下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次のとお

　りとする。

第２条　令和８年度かつらぎ町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

　条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（単位：千円）

（単位：千円）

第３条　予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

　「９７，１９４千円」を「９７，４９４千円」に、当年度分損益勘定留保資金

　「８７，８３４千円」を「８８，１３４千円」に改め、資本的収入の予定額を次

　のとおり補正する。

 　第５項　企業債 １９２,２００ △３００ １９１,９００

　　収 入 （単位：千円）

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計

 第１款　資本的収入 ２５９,３０７ △３００ ２５９,００７

既決予定額 補正予定額 計

 第１款　下水道事業費用 ４５７,６５４ １,８８７ ４５９,５４１

令和８年度かつらぎ町下水道事業会計補正予算（第１号）

　　収 入

款　　　　項 既決予定額 補正予定額 計

 第１款　下水道事業収益 ４３５,０４０ ２,１８７ ４３７,２２７

 　第２項　営業外収益 ２８１,３６７ ２,１８７ ２８３,５５４

 　第１項　営業費用 ４２３,９７４ １,８８７ ４２５,８６１

　　支 出

款　　　　項
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第４条　予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。

（単位：千円）

　　令和８年５月２８日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつらぎ町長　中　阪　雅　則

提案理由

　　職員の異動に伴う人件費の組替え、建設改良費等企業債の発行可能額の減額等

　を予算措置いたしたい。

換えること

利率） ができる。 利率） ができる。

見直し後の 換えること 見直し後の

償還又は、

ては、当該 低利に借り ては、当該 低利に借り

た後におい 償還又は、 た後におい

他の都合に

直しを行っ より、繰上 直しを行っ より、繰上

化債 は、利率見 他の都合に は、利率見

ただし、企

資本費平準 入れる場合 業財政その 入れる場合 業財政その

方式で借り ただし、企 方式で借り

118,300 118,000

資条件によ

利率見直し る。 利率見直し る。

借入 （ただし、 資条件によ 借入 （ただし、

償還の方法

証書 6.0％以内 借入先の融 証書 6.0％以内 借入先の融

起債の
目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
起債の
方法

利　　率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利　　率
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